
新型コロナ感染防止に対する当社のガイドライン 

 
従業員各位 
 

令和 2 年 9 月 7 日 
阪神環境事業株式会社 

  
日々、業務に精励いただきまして大変ご苦労様です。 
さて連日の報道にてご存知の通り、新型コロナウイルスはいまだ収束する様子もなく、

有効な治療薬もありません。重症化するリスクは低いものの油断は禁物です。 
 
これは対岸の火事ではなく、ひとたび当社から感染者が出ると、濃厚接触者として他の

従業員の休業、お客様や取引先への感染、一時的な業務停止、風評被害、業績の悪化など

重大な影響が考えられます。 
 

 従業員の皆様におかれましては、当分の間、感染症予防の基本所作を徹底し、以下の点

にご留意いただくことをお願いいたします。 
 
１．朝、必ず検温し、発熱している場合はまたは倦怠感がある場合は、会社へ連絡の上、自宅待

機してください。また家族に同様の症状がある場合も、連絡の上、会社の指示を仰いでくださ

い。 

２．接待のある飲食、集会やコンサート、ライブなど人ごみへの外出は絶対に避けてください。 

 

３．外出時は必ずマスクを着用し、会社、自宅を問わず、外出先から帰った時は、みだりにドアノブ

やスイッチに接触する前に、出入り口に設置したアルコール消毒剤でまず手指を消毒し、その

後手洗いとうがいを必ず行ってください。 

 

４．外出先においては、むやみに手指を、目・鼻・口元へもって行かないように意識してください。 

 

５．日ごろから規則正しい生活（睡眠・食事・運動）を心がけ、体力の維持向上に努めてください。 

 

６．海外へ旅行されるときは、必ず事前に会社へ相談してください。 

 

７．もしも、2 班制にて会社がコロナ対策を実施したときは別班の人との接触は一切しないようにし

てください。。 

 
8. 毎週 2 回～３回の部屋の消毒活動を行うこととします。 

 

以  上 



新型コロナ感染発生時当社のガイドライン 

 
従業員各位 

令和 2 年 9 月 7 日 
阪神環境事業株式会社 

1. 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応  

(1) 感染者発生の把握、報告及び周知 
ア 感染者が確認された場合には、当社の所在地を所管する保健所に報告し、対応につ

いて指導を受ける。また、従業員に対しては事業所内で感染者が確認されたことを周

知するとともに、感染予防策を改めて周知徹底する。 
(2) 濃厚接触者の確定及び対応 

ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者

を自宅に待機させる。 
 イ 保健所が濃厚接触者と確定した従業員に対し、必要に応じ PCR 検査（行政検査）の

受検あるいは感染者との最終接触から 14 日間の健康観察を行う必要があることから、

保健所の指示に従う。 
ウ 濃厚接触者と確定された従業員に対し、発熱又は呼吸器症状（軽症の場合を含む。）

を呈した場合には、保健所に連絡して PCR 検査（行政検査）を受検するよう促し、速

やかにその結果を報告させる。 

2. 施設設備、車両等の消毒  

(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域、並びに全車両の消毒を行う。 
 
(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染

者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所（ドアノブ、スイッチ類、手すり

等）を中心に、アルコール（消毒用エタノール（70％））又は次亜塩素酸ナトリウム（0.05％
以上）で拭き取り等を行う。 

3. 業務の継続  

(1) 重要業務の継続 
ア 感染者及び濃厚接触者の出勤停止の措置を講じることにより、通常の業務の継続が

困難な場合には、重要業務として優先的に継続させるサービスや関連する業務を選定

し、重要業務を継続するために必要となる人員、物的資源（マスク、手袋、消毒液等）

等を把握する。 
イ 重要業務継続のため、在宅勤務体制・情報共有体制・人員融通体制を整備するとと

もに、重要業務継続のための業務マニュアルを作成する。 
 
(2) その他必要なことは別途定める。 
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